




ひとみかがやく 

日本一の子どもをはぐくむために 

糸魚川市では、平成 28年度に策定した「第３次親子保健計画」において「I
アイ ラブ

 GEO
ジ オ

親子で遊んで ひとみかがやく日本一の子どもをはぐくむ」を目標に様々な取組を行

い、こどもとのふれあいを意識している家庭や、外遊びをする家庭が増えるなどの成

果をあげてきました。 

しかし、少子化や子育て意識の変化、電子メディアの影響、新型コロナウイルス感

染症への対策など、こどもとその家庭を取り巻く環境は変化し続けており、親子の健

康づくりに対してより積極的な働きかけが必要になっています。 

また、現在の親子保健計画が令和５年度末で８年間の計画期間が終了することから、

親子保健計画を推進する会でのご意見や、保護者へのアンケート調査結果等をもとに

検討を行い、令和６年度を初年度とする第４次親子保健計画を策定しました。 

第４次親子保健計画では、「こころとからだの健康づくりでひとみかがやく日本一

の子どもをはぐくむ」を目標に掲げました。 

この目標達成のために、これまでの親子保健計画で推進してきた「早寝早起きおい

しい朝ごはん」、「親子でのふれあい」の取組を継続し、より一層のこころとからだの

健康づくりを推進し、さらに安心して妊娠・出産・育児ができる環境をつくります。

また、それらの取組を市民全員で支える意識を醸成してまいりたいと考えております。 

結びに、第４次親子保健計画を策定するにあたり、貴重なご意見をいただきました

親子保健計画を推進する会委員の皆さまをはじめ、策定に関わっていただいた皆様に

深く感謝申し上げます。

令和６年３月 

糸魚川市長 米 田  徹 
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第１章 計画策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨・背景 

少子化等に伴い子育て環境が変化する中で、安心してこどもを産み、こどもをより

健やかに育むためには、医療や福祉、教育機関等との地域での連携のもと、切れ目な

く母子保健サービスが提供されることが重要となります。 

糸魚川市では、平成28 年度に「第３次親子保健計画」を策定し、「I
アイ ラブ

 GEO
ジ オ

 親子

で遊んで ひとみかがやく日本一の子どもをはぐくむ」を目標として親子の健康づく

りに取り組んできました。そして、計画の評価と今後の課題を明らかにするため、第

３次親子保健計画最終評価アンケートを令和４年度に行いました。 

第３次親子保健計画で、早寝早起きおいしい朝ごはんを基本として、親子でのふれ

あいや遊びに焦点を当てた施策を展開したことにより、こどもとのふれあいを意識し

ている家庭や外遊びをする親子が増加しています。また、こどもの健康づくりに対す

る保護者の意識が高まっています。一方で、肥満児の増加、電子メディアの総利用時

間の増加等の課題も明らかになりました。

現在、国においては、母子保健対策の主要な取組を提示するビジョンである「健や

か親子 21（第２次）」が取り組まれています。 

この第４次糸魚川市親子保健計画は、「健やか親子 21（第２次）」の趣旨を踏まえ、

近年の親子を取り巻く環境の変化や課題に対する効果的な施策を推進することを目

的に策定しました。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、国の「健やか親子 21（第２次）」の趣旨を踏まえ、市の親子保健計画と

して策定するものです。 

「糸魚川市総合計画」を上位計画とし、こどもの健やかな成長に関連する分野を中

心とした計画として位置付けるとともに、「０歳から18歳までの子ども一貫教育方針」

の３つの柱のうちの「健やかな体の育成」「豊かな心の育成」の具体的な施策と事業を

示すものです。 

また、「健康いといがわ 21」や「子ども・子育て支援事業計画」等の諸計画との整

合を図りながら、本計画の施策を推進します。 

生涯学習推進計画 

健康いといがわ２１ 

食育推進計画 

歯科保健計画 

ささえあいプラン 

（障害者計画・障害者福祉計画）

いといがわ男女共同参画プラン

糸魚川市子ども一貫教育方針

子ども一貫教育基本計画 

第４次親子保健計画 

（令和６年度～令和 １０年度） 

子ども・子育て支援事業計画 

子ども読書活動推進計画 

糸魚川市教育大綱 

第３次糸魚川市総合計画 
～翠の交流都市 さわやか すこやか 輝きのまち～ 
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３ 策定の経過 

本計画の策定に当たり、令和４年度に「第３次親子保健計画最終評価アンケート」

を実施し、「親子保健計画を推進する会・親子いきいき会」※１の委員を中心に、現状

の分析と課題の把握、必要な施策や事業の検討を行いました。そこで得られた意見や

提言を反映して本計画を策定しました。 

※１「親子保健計画を推進する会・親子いきいき会」とは 

  平成９年度に旧糸魚川市母子保健計画を策定した際に、市民全体で保健計画を推

進するために組織されました。委員は、保護者の代表、医療や福祉・教育に携わる

専門職など多岐にわたり、親子保健計画の検討、推進のほか、評価等に関わってい

ます。親子保健計画を推進し、親子の健康づくりを広めるために活動する市民組織

です。 

４ 計画の期間 

本計画は、令和６年度から令和10年度までの５年間を計画期間とします。 

平成 
２８年度 

～ 
令和 
５年度

令和 
６年度

令和 
７年度

令和 
８年度

令和 
９年度

令和 
１０年度

健やか親子２１(第２次) 

第 3次糸魚川市総合計画

前計画 第４次糸魚川市親子保健計画 

推進 最終評価 推進 最終評価
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５ 親子保健の現状と分析 

現状・課題の把握と目標の設定に当たり、令和４年度に実施した「第３次親子保健計画最

終評価アンケート」を分析し、次の３点を今後重点的に取り組みます。 

３歳未満の幼児期からスマートフォンやタブレットを使い始めている幼児が 14.3％と

なりました。令和元年度の調査から 3.6％上昇し、使用開始年齢の低年齢化が進んでいま

す。一方で、小学生以下の家庭の 88％は、家庭での電子メディアの使用に関するルール

づくりを行っており、電子メディアとの適切な関わりについて保護者の意識が高くなっ

てきていると考えられます。引き続き、電子メディア使用による健康被害とともに、電

子メディア以外の遊び経験やふれあいの大切さについての正しい知識の普及が課題とな

っています。 

電子メディアとの適切な関わりと様々な遊び体験の推進 

規則正しい生活習慣では、０～３歳で 21 時 30 分までに布団に入る子の割合が 93.1％

となるなど、平成 26 年度及び令和元年度の調査を通して全ての年代で高めの水準を維

持しています。平成 18 年度からの地道な取組が浸透してきていると考えられ、今後も

取組の継続が必要です。 

主食・主菜・副菜のある朝ごはんを食べている子の割合は４割程度であり、朝食の大

切さやバランスの良い食生活に関する知識の普及が課題です。また、砂糖入り飲料を週

５～７回飲む子の割合は、令和元年度の調査と比較して全ての年代で上昇しており、肥

満児の増加と併せて課題となっています。 

規則正しい生活習慣の定着と食育の推進 

小学生以下のこどもの保護者で子育てを楽しいと感じている割合は、令和元年度の調査

と比較して全ての年代で上昇しています。特に０～３歳の母は 71.5％から 80.3％へと大

きく上昇しました。一方で、育児支援を必要とする相談は、年間延べ 3,000 件台で推移し

ており、子育てに困難を抱える家庭に丁寧に寄り添う支援が重要となっています。 

また、妊娠・出産に伴う市内の医療環境が大きく変化していることから、妊娠期からの

切れ目のない支援、安全・安心な出産・育児環境の整備が課題となっています。 

地域全体で支える安全・安心な子育て環境の整備 
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第２章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本目標と２つの重点施策 

現状と取り組むべき課題を踏まえ、次の目標と重点施策を設定します。 

< 目 標 > 

こころとからだの健康づくりで 

  ひとみかがやく日本一の子どもをはぐくむ 

< ２つの重点施策 > 

「安心できる子育て環境づくり」 

〇 妊娠・出産・育児を支える環境の整備 

〇 妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援の充実 

「健やかなこころとからだづくり」

〇 健やかな成長を見守る支援の充実 

〇 早寝早起きおいしい朝ごはんの推進 

〇 豊かなこころの育成 

〇 発達支援の充実
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２ 計画の推進体系 

こどもを取り巻く環境の変化と市民ニーズの多様化・複雑化によって、様々な課題

に対応するためには、保健・福祉・医療・保育・教育の各分野の連携が不可欠です。

さらに、企業を含めた地域全体で協力して親子を支える必要があります。 

このため、関係機関との連携を密にし、情報の共有化と的確な役割分担を図りなが

ら、計画の推進に努めます。 

より健康 

になった 

将来の親子

現在 

の親子 

親子の健康を支える 

小学校・中学校・高校・ 

 特別支援学校 

ＰＴＡ
企業・関連団体 

幼稚園・保育園 

保護者会 

地域 

市   民 

医 療 機 関 ・ 療 育 機 関 

主任児童委員・民生委員 食生活改善推進委員協議会 子育てサポーター 

行政（市こども課・こども教育課・発達支援センター・子育て支援センター・ 

関連各課）・国・県 

親子保健計画を推進する会（親子いきいき会） 
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第３章 施策の推進

１ 健やかなこころとからだづくり 

（１）健やかな成長を見守る支援の充実 

ア 乳幼児健康診査 

（ア） 現状と課題 

乳幼児健康診査は、疾病の早期発見や健康の保持増進を目的に実施していま

すが、受診率も高いことから、子育て支援の場としての機能も果たしています。

特に近年は、発達障がいなどの気になるこどもや児童虐待の早期発見と保護者

への支援も、重要な目的の一つになっています。 

当市では、乳幼児健康診査を個別健康診査（１か月児・６か月児健康診査。

医療機関委託）と集団健康診査（４か月児・10 か月児・１歳６か月児・３歳児

健康診査）の２つの方式で実施しています。集団健康診査には、医師のほか、

保健師、助産師、看護師、栄養士、臨床心理士、健康運動指導士や家庭児童相

談員などが従事し、保護者の育児不安や悩みの相談に応じるとともに、子育て

支援に関する情報の提供も行っています。 

   集団健康診査は、高い受診率で推移していますが、未受診者の中には、継続

的な支援を必要とする乳幼児や保護者もいるため、未受診者を漏れなく把握し、

受診に結び付けることが課題です。 

    乳幼児健康診査の結果では、乳児では運動機能や身体発育、循環器系疾患、

皮膚疾患などの診察所見が多く、幼児では言語や精神発達の遅れ、視覚や聴覚

などの所見が多くなっています。また、近年、こどもの視力低下が問題となっ

ており、当市においてもこどもの屈折異常や斜視を早期に発見し、弱視を予防

するために令和４年度から３歳児健康診査に目の屈折検査を導入しました。今

後も乳幼児健康診査としてのスクリーニング機能の向上と、保護者への育児支

援の充実を図っていくことが課題です。 
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（イ） 令和 １０年度の目標 

評価指標 現状（Ｒ４） 目標（Ｒ１０） 

４か月児健康診査受診率 ９6.４％ ９８.０％以上

１歳６か月児健康診査受診率 ９７.１％ ９８.０％以上

３歳児健康診査受診率 ９6.７％ ９７.０％以上

健康診査満足度 

※「満足している」「やや満足してい

る」と答えた割合 

９２.７％ ９５.０％

（ウ） 取組の方向性 

ａ 乳幼児健康診査の充実と受診率の向上 

＊乳幼児健康診査の充実と、受診率の向上に努めます。 

＊精密健康診査を必要とする乳幼児について、専門的な診断のできる医

療機関への受診を促します。 

ｂ 未受診者への対応の強化 

＊未受診の理由を把握し、健康診査受診の意義やメリットを保護者に伝

え、受診勧奨に努めます。 

ｃ 保護者支援の充実 

＊丁寧な問診・結果説明や、幼児の健康診査に臨床心理士を配置するな

ど、保護者が相談しやすい体制を整え、育児不安の軽減に努めます。 

＊こどもの発達段階に合わせ、子育てに関する情報を提供します。

ｄ  健康診査後の継続的支援の充実 

＊家庭訪問や巡回園訪問、関係機関との連携によって継続的な支援に努

めます。 
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（エ）  具体的な取組 

区分 主な取組内容 主な関連事業 

０～３歳 

＊乳幼児健康診査の実施と推進 

＊乳幼児精密健康診査受診票発行と受診勧奨 

＊未受診理由の把握と受診勧奨 

＊１か月児健康診査 

＊４か月児健康診査 

＊１０か月児健康診査 

＊１歳６か月児健康診査 

＊２歳児歯科健康診査 

＊３歳児健康診査 

＊乳幼児精密健康診査 

４～６歳 ＊健康診査後の継続的な支援 

＊家庭訪問 

＊巡回園訪問 

＊５歳児（年中児）発達相談会

＊関係機関との連携 

保護者 

＊保護者支援の充実 

＊継続的な支援が必要な保護者への支援 

（臨床心理士、家庭児童相談員の配置） 

＊乳幼児健康診査 

＊家庭訪問 

＊発達相談 

＊関係機関との連携 
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イ 歯や口腔の健康づくり 

（ア） 現状と課題 

健康な身体づくりには、歯や口腔の状態が深く関係しています。乳歯にむし

歯があると、歯並びの乱れや歯周病、永久歯のむし歯り患率の上昇を招きます。

生涯にわたり、健やかで心豊かな生活を送るためには、乳幼児期から歯や口腔

の健康を保つことが重要です。こどもの歯や口腔の健康への意識は、保護者の

影響が大きいことから、家族みんなで正しい生活習慣と歯みがき習慣を獲得す

ることを推進しています。 

３歳児及び小中学生のむし歯は減少し、むし歯のない子の割合は増加してい

ます。また、「一人平均むし歯数」もそれぞれの年齢で、令和５年度までの目標

値を達成しました。 

保護者が仕上げみがきをする割合は、１歳６か月児では 74.3％、３歳児では

92.2％となっています。乳幼児の歯の健康保持のために、むし歯にならないた

めの生活習慣や口腔内清掃等の効果的な手法を身に付ける必要があります。 

かかりつけ歯科医がある割合は、３歳児では45.6％となっています。歯や口

腔内の問題についていつでも相談できるように、早い時期からかかりつけ歯科

医を持つ必要があります。 

（３歳児歯科健康診査結果（母子保健事業報告）） 

0.27
0.22 0.26

８９.８ 

９3.１ 

９１.４ 

９１.１

９１.6

９3.８

０

０.１

０.２

０.3

０.４

０.５

０.6

０.７

０.８

０.９

１

５０

6０

７０

８０

９０

１００

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

一
人
平
均
む
し
歯
数

（本）（％）
むし歯のない３歳児の割合と一人平均むし歯数

一人平均むし歯数 糸魚川市 新潟県

む
し
歯
の
な
い
３
歳
児
の
割
合
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（小児の歯科疾患の現状と歯科保健対策） 

（イ） 令和 １０年度の目標 

評価指標 現状（Ｒ４） 目標（Ｒ１０） 

むし歯のない子の割合 

３歳児 ９４.6％ ９５.０％以上

小学生 ９５.6％ ９５.０％以上

中学生 ８５.４％ ９０.０％以上

一人平均むし歯数

３歳児 ０.１４本 ０.１０本以下

小学生 ０.０８本 ０.１０本以下

中学生 ０.3０本 ０.3０本以下

フッ化物洗口率

幼保育園児 ９6.０％ ９８.０％

小学生 ９５.０％ ９８.０％

中学生 ９５.6％ ９８.０％

毎日の仕上げみがき実施率 

（歯科保健計画の指標）
3歳児健康診査 ９２.２％ ９５.０％

かかりつけ歯科医がある割合 3歳児健康診査 ４５.6％ 6０.０％

０.５6
０.５１

０.４6

０.3

０.４５

０.3９

０.3４
０.3

０

０.１

０.２

０.3

０.４

０.５

０.6

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

(本) 中学生一人平均むし歯数の推移

糸魚川市 県平均
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（ウ） 取組の方向性 

ａ  家族ぐるみで正しい生活習慣と歯みがき習慣の定着 

＊こどもが正しい生活習慣と歯みがき習慣を身に付けるために、家族ぐ

るみで良い習慣の実践ができるよう、引き続き支援します。 

ｂ 妊娠期及び乳幼児期における歯と口腔の健康に対する意識の啓発 

＊妊娠中の歯科健康管理は重要です。母子健康手帳の交付をスタートに、

あらゆる機会を捉えて、歯や口腔の健康、歯周病に対する意識の啓発

を図ります。 

＊乳幼児健康診査、歯科健康診査、健康教室等を通じて、歯と口腔の健 

康に対する意識の啓発を行います。また、ブラッシングの方法を伝え、

歯みがき習慣の定着を図るとともに、おやつの与え方などの相談や指

導に努めます。 

＊歯科健康診査の結果に基づいて、必要な精密検査、予防処置及び定期

的な受診を勧奨します。 

＊幼稚園・保育園における歯科健康診査の結果の情報を保護者に提供す

るとともに、歯科保健指導の充実に努めます。 

＊歯質強化のため、フッ化物塗布及び洗口を推奨します。 

ｃ 学童期及び思春期における歯と口腔の健康に対する意識の啓発 

＊歯科健康診査、健康教室等を通じて、歯と口腔の健康への関心を高め、

正しい知識の普及に努めます。また、生涯を通じて正しい生活習慣が

実践できる能力の向上を図ります。 

＊歯科健康診査の結果に基づいて、必要な精密検査、予防処置及び定期

的な受診を勧奨します。 

＊歯質強化のため、フッ化物洗口を推奨します。 
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（エ） 具体的な取組 

区分 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 
＊母子健康手帳交付時から歯・口腔の健康に

対する知識の普及 

＊母子健康手帳交付時面談 

＊マタニティスクール 

０～３歳

＊歯科健康診査の推進 

（１歳６か月児、２歳児、３歳児） 

＊歯科保健指導と個別相談の実施 

＊フッ化物塗布の推奨

＊歯科健康診査 

＊歯科保健指導と個別相談 

＊フッ化物塗布

４～６歳

＊歯科健康診査の推進 

＊歯科保健指導 

＊フッ化物塗布及び洗口の推奨 

＊歯ごたえのある料理やおやつの提供 

（幼稚園・保育園給食） 

＊定期的な受診の勧奨

＊歯科健康診査 

＊むし歯予防健康教室 

＊フッ化物塗布及び洗口 

＊カミカミ給食の日（１１/８

良い歯の日）

小学生 

中学生

＊歯科健康診査の推進 

＊歯科保健指導 

＊フッ化物洗口の推奨 

＊定期的な受診の勧奨 

＊歯ごたえのある料理の提供 

（学校給食）

＊歯科健康診査 

＊歯科保健指導 

＊歯の衛生週間 

＊フッ化物洗口 

＊保健だよりの発行 
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ウ 予防接種の推進 

（ア） 現状と課題 

近年、定期予防接種の種類が追加され、多くの予防接種を適切な時期に受け

る必要がありますが、受ける順番、回数、間隔などが複雑になっており、予防

接種スケジュールを立てにくいと感じている保護者が多い状況です。

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種については、令和４年度から積極的

接種勧奨が再開となりましたが、接種率は、32.0％と低い状況です。 

保護者が予防接種に対する理解を深められるよう、予防接種の効果や副反応

に対する正しい知識の普及啓発及び未接種者への接種勧奨の強化が課題です。 

（イ） 令和 １０年度の目標 

評価指標 現状(Ｒ４) 目標（Ｒ１０） 

予防接種率 

ロタウイルス感染症 ９７.５％ ９５.０％以上

Ｂ型肝炎 ９４.５％ ９５.０％以上

Ｈｉｂ（ヒブ）感染症 ９１.４％ ９５.０％以上

小児肺炎球菌感染症 ９２.１％ ９５.０％以上

四種混合 ９１.４％ ９５.０％以上

ＢＣＧ ８９.４％ ９５.０％以上

麻しん風しん混合 
第１期 ９８.８％ ９５.０％以上

第２期 ９6.７％ ９５.０％以上

水痘 ８４.２％ ９５.０％以上

二種混合 ５０.７％ ６０.０％以上

日本脳炎 ５０.５％ ６０.０％以上 

ヒトパピローマウイルス感染症 3２.０％ ５０.０％以上
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（ウ） 取組の方向性 

ａ  積極的な情報の提供 

＊予防接種に関する情報は、妊娠中から提供し、出産後の予防接種を円

滑に実施できるよう支援します。 

＊新生児訪問及び２か月児訪問の際に、生後２か月からの予防接種の紹

介等を行い、標準的な接種時期に接種できるよう情報提供に努めます。 

＊４か月児健康診査受診者に、予防接種の目的、効果及び副反応並びに

生後５か月以降の予防接種の受け方等を指導するほか、個別相談にも

応じ、正しい情報提供に努めます。 

＊おしらせばんやホームページに予防接種の情報を掲載します。 

ｂ  接種率向上の取組 

＊感染症の流行を抑制する効果が大きいと言われている95％以上の接種

率を確保するよう努めます。 

＊標準的な接種時期に接種できるよう、対象者への個人通知を行います。 

＊未接種者には、定期接種年齢を超えないように、適切な時期にあらゆ

る機会を捉えて接種勧奨を行います。 

＊未接種者の状況を定期的に把握して、個別の状況に対応した接種勧奨

を行います。 

＊流行している感染症情報を提供し、未接種者に早めの接種勧奨を行い

ます。 
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（エ） 具体的な取組 

区分 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 
＊予防接種の必要性等に関する情報提供 ＊マタニティサロン 

＊パパマママタニティスクール 

出産後 

＊予防接種の接種時期、接種間隔等に関す

る情報提供 

＊接種勧奨 

＊出生届出時の資料提供  

＊新生児訪問 

＊２か月児訪問 

０～６歳 

＊接種年齢時期に合わせた個人通知の発送 

＊４か月児健康診査受診者への予防接種の

集団指導 

＊未接種者への接種勧奨の実施 

＊乳幼児健康診査受診者の接種状況の確

認及び接種勧奨の実施 

＊就学時健康診断時期の接種勧奨の実施 

＊４か月児健康診査 

＊１０か月児健康診査 

＊１歳６か月児健康診査 

＊２歳児歯科健康診査 

＊３歳児健康診査 

小学生 

＊日本脳炎２期及びジフテリア破傷風混合

予防接種の個人通知の発送 

＊未接種者への接種勧奨 

中学生 

高校生 

＊ヒトパピローマウイルス感染症予防接種

の個人通知の発送 

＊ヒトパピローマウイルス感染症キャッチア

ップ接種対象者への情報提供及び接種勧

奨 

＊日本脳炎特例対象者に対する接種案内及

び接種勧奨（※特例対象期間：令和９年３

月3１日まで） 

＊未接種者への接種勧奨 
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（２）早寝早起きおいしい朝ごはんの推進 

ア 規則正しい生活習慣の定着 

（ア） 現状と課題 

こどもの頃に身に付いた生活習慣は、大人になっても引き継がれ、生活習慣

病の発症リスクに影響を及ぼします。当市では、特に、９歳（ここのつ）まで

に「早寝早起きおいしい朝ごはん」という基本的な生活習慣の土台をつくるこ

とを目標に乳幼児期から積極的に取り組んでおり、将来の生活習慣病予防の視

点から、こどもたちが体調よく過ごすことができるよう事業を推進しています。 

早寝については、21 時 30 分までに就寝する割合は、年齢が上がるにつれ減

少傾向であり、小学校高学年以降は遅寝になっている現状があります。その理

由として、塾や習い事に通っていることのほかに、電子メディアの普及が挙げ

られ、学習や調べ物のほか、ゲームや SNS などの利用により長時間使用する割

合が増加しています。また、子育て世帯の家庭環境が時代とともに変化し、ス

マートフォンやタブレットの使用年齢は低年齢化している課題があります。幼

い頃からの長時間の電子メディアの利用によって、生活リズムの乱れに加え、

体力・視力・コミュニケーション能力などの低下が懸念されるため、市では、

乳幼児健康診査や幼稚園・保育園・小学校・中学校健康教室などの機会を活用

し、健康管理のための正しい知識の普及啓発を行っています。 

早起きについては、中学生以降で６時30 分までの起床の割合が減少し、中高  

生の保護者からは、朝元気に起きられないことが気になることとして挙げられ

ています。幼児期の起床時間については、保護者の生活リズム等が大きく関係

し、中学生や高校生は行動の多様化などが影響していると考えられますが、早

起きをするためには、早寝による睡眠時間の確保が欠かせません。加えて、朝

食の摂取は起床時間との関連が深いため、今後も「早寝早起きおいしい朝ごは

ん」の取組を継続し、規則正しい生活習慣の定着に向けた啓発活動が必要です。 
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（生活リズムアンケート・生活リズムチェックシート） 

(親子保健計画評価アンケート) 

（イ） 令和 １０年度の目標 

評価指標 現状（Ｒ４） 目標（Ｒ１０） 

２１ 時3０分までに布団に入る割合 

０～３歳 ９3.１％ ９５.０％

４～６歳 ７6.４％ ８０.０％

小学生（低学年） ７6.７％ ８０.０％

小学生（高学年） ５２.０％ 6０.０％

２２時3０分までに布団に入る割合 中学生 ５４.９％ 6０.０％

２3時までに布団に入る割合 高校生 3５.０％ ５０.０％

２０.９

3９.3

6５.２ 66.２
５6.４

２７.８２6.6

４3.3

66.８ ７１.８

５3.6

１８.５

９２.3
８０.９

９０.6 ８6.８

6７.3

２５.6

０

２０

４０

6０

８０

１００

０～３歳 ４～６歳 小学生

(低学年)

小学生

(高学年)

中学生 高校生

ゲーム機使用のルールを決めている家庭の割合

Ｈ２6年度 Ｒ元年度 Ｒ４年度

９９.１ ９6.3

７７.８ ７７.８
８２.７

９９.５ ９９.０ ９3.８ ９１.９

８７.８

０

２０

４０

6０

８０

１００

１～６歳 小学生

(低学年)

小学生

(高学年)

中学生 高校生

体調よく過ごしている割合

Ｒ元年度 Ｒ４年度

（%）

（（％）
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6時3０分までに起床する割合 

０～３歳 ５７.6％ 6０.０％

４～６歳 ４０.８％ ６０.０％

小学生（低学年） 6１.９％ 6５.０％

小学生（高学年） ５９.４％ 6５.０％

中学生 ４４.５％ ５０.０％

高校生 3５.3％ ５０.０％

体調よく過ごしている割合 

１～６歳 ９９.５％ ９９.０％以上

小学生（低学年）   ９９.０％ ９９.０％以上

小学生（高学年）   ９3.８％ ９５.０％

中学生 ９１.９％ ９５.０％

高校生 ８７.８％ ９０.０％

ゲーム機使用のルールを決めている

家庭 

０～３歳 ９２.3％ ９５.０％

４～６歳 ８０.９％ ９５.０％

小学生（低学年）   ９０.6％ ９５.０％

小学生（高学年）   ８6.８％ ９０.０％

中学生 6７.3％ ７０.０％

高校生 ２５.6％ ５０.０％

（ウ） 取組の方向性 

ａ ９歳（ここのつ）までに生活リズムの土台づくり 

＊妊娠期から保護者に向けて「早寝早起きおいしい朝ごはん」の重要性に 

ついて啓発し、９歳（ここのつ）までに規則正しい生活リズムが定着す 

るよう支援します。 

ｂ 電子メディアに関する知識の普及啓発 

＊電子メディアの健康への影響を親子に正しく伝えます。特に、電子メデ

ィアとの過度な接触が生活習慣の乱れや将来の心と体の健康に悪影響

を及ぼすことや電子メディアの適切な使用について周知するとともに、

家庭内でのルールづくりを促します。 

ｃ 家族ぐるみの生活リズム向上 

＊こどもが規則正しい生活リズムを身に付けることができるよう、家族ぐ

るみの生活リズム向上の取組を引き続き支援します。 

ｄ 幼稚園・保育園、学校等との連携 

＊幼稚園・保育園、学校等との連携を図り、こどもたちが規則正しい生活

リズムの確立を実践できるよう引き続き支援します。 
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（エ） 具体的な取組 

区分 主な取組内容 主な関連事業 

共通 

＊妊娠期から発達段階に合わせた生活リズム

向上の推進 

＊関係各機関の連携による事業の推進 

＊電子メディアの健康（発育発達）への危険性

や正しい付き合い方の知識の普及と、家庭

でのルールづくりの推進 

＊生活リズム改善事業 

＊市民公開講座（隔年） 

妊娠期 
＊母子健康手帳交付時から機会を捉えた生活

リズム向上の啓発 

＊母子健康手帳交付時面談

＊マタニティスクール 

０～３歳 

＊２か月児訪問時から機会を捉えた生活リズ

ム向上の啓発 

＊２か月児訪問 

＊すくすく赤ちゃん広場 

＊離乳食教室 

＊乳幼児健康診査 

＊家庭で取り組む健康教材

の活用 

４～６歳 

＊園や保護者と連携した生活リズム向上の推 

  進 

＊生活リズム改善事業 

＊保育園・幼稚園健康教室 

＊家庭で取り組む健康教材

の活用 

小学生 

＊学校や保護者と連携した生活リズム向上の 

推進 

＊生活リズム改善事業 

＊小学校健康教室 

＊家庭で取り組む健康教材

の活用（小学生低学年） 

＊生活リズムアンケートの

実施（小学生高学年） 

中学生 

＊学校や保護者と連携した生活リズム向上の 

推進 

＊生活リズム改善事業 

＊中学校健康教室 

＊生活リズムチェックシート

の実施 

高校生 

＊学校や保護者と連携した生活リズム向上の 

推進 

＊生活リズム改善事業 

＊生活リズムチェックシート

の実施 
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イ おかずのある栄養バランスの良い朝ごはんの推進 

（ア） 現状と課題 

３食毎日食べる割合は、小学生を除き、横ばい又は減少の傾向にあり、中学生

以降では低くなっています。朝ごはんの内容では、主食・主菜・副菜を食べて

いる割合は小学校低学年を除いて減少しています。 

砂糖入り飲料を週５～７回飲む割合は増加傾向にあり、小学生以上では約３

割を占め、飲用頻度が高い状況です。砂糖入り飲料による糖分の過剰摂取が、

身体に悪影響を与えていることがうかがえます。さらに、肥満児の出現率も増

加傾向にあります。将来の生活習慣病予防の観点からも、今一度、食事に関す

る正しい知識の普及啓発が必要と考えられます。 

欠食、糖分の過剰摂取、肥満などは、生活習慣病の発症につながりやすく、

こどもの頃からの取組が重要です。「早寝早起きおいしい朝ごはん」の取組を継

続し、３食規則正しく食べることの重要性等、普及啓発を続けていく必要があ

ります。 

（親子保健計画評価アンケート） 

９４.２ ９５.７ ９２.８ ９５.４ ９２.3
８２.3

66.０

８０.２
８７.７

９５.3
９6.２ ９５.９

８７.５
７７.3

66.3

７９.２

０

２０

４０

6０

８０

１００

０～３歳 ４～６歳 小学生

（低学年）

小学生

（高学年）

中学生 高校生 保護者父 保護者母

（％）
３食毎日食べる割合

Ｒ元年度 Ｒ４年度
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（親子保健計画評価アンケート） 

（親子保健計画評価アンケート） 

（３歳児：３歳児健康診査 ４～６歳：園児体格調査 

小中学生：定期健康診断に基づく疾病状況調査集計表） 

４０.１ 3８.０ ４１.０

４９.２
５3.3

４４.１

４９.８

４3.3 ４２.４

４８.6

４４.6 ４５.3

36.９
3２.０

４４.3
４6.3

４１.４
36.０

０

１０

２０

3０

４０

５０

6０

０～３歳 ４～６歳 小学生

（低学年）

小学生

（高学年）

中学生 高校生

（％）
朝ごはんの内容（主食・主菜・副菜を食べている割合）

Ｈ２6年度 Ｒ元年度 Ｒ４年度

3.２
４.１

７.８ ７.４

１3.１

８.４

１.８

５.１

１４.０

７.９
８.８

７.９

２.５

４.８

１４.6

１０.１

１3.８

８.3

０

２

４

6

８

１０

１２

１４

１6

３歳児 ４～６歳 小学生男 小学生女 中学生男 中学生女

（％）
肥満傾向児の推移

Ｈ２６年度 Ｒ元年度 Ｒ４年度

１6.４

２3.７
１９.１

１6.５

２6.５

3４.6

１6.９

１９.７

１6.８
２２.４

２７.０ ２５.４

１９.２ ２０.１

２6.3 ２6.２
２９.９

3２.０

０

１０

２０

3０

４０

０～３歳 ４～６歳 小学生

（低学年）

小学生

（高学年）

中学生 高校生

（％） 砂糖入り飲料を週５～７回飲む割合

Ｈ２6年度 Ｒ元年度 Ｒ４年度

※3歳児・４～６歳児：肥満度１５％以上の割合 

※小中学生：肥満度２０％以上の割合 
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（イ） 令和 １０年度の目標 

評価指標 現状（Ｒ４） 目標（Ｒ１０） 

３食毎日食べる割合 

０～３歳 ８７.７％ ９９.０％以上

４～６歳 ９５.3％ ９９.０％以上

小学生（低学年） ９6.２％ ９９.０％以上

小学生（高学年） ９５.９％ ９９.０％以上

中学生 ８７.５％ ９９.０％以上

高校生 ７７.3％ ９０.０％

父親 66.3％ ８０.０％

母親 ７９.２％ ９０.０％

主食・主菜・副菜のある朝ごはんを食

べる割合 

０～３歳 36.９％ 6０.０％ 

４～６歳 3２.０％ 6０.０％

小学生（低学年） ４４.3％ 6０.０％

小学生（高学年） ４6.3％ 6０.０％

中学生 ４１.４％ 6０.０％

高校生 36.０％ 6０.０％

肥満児の出現率 

※３歳児健康診査・４～６歳は、肥満

度 １５％以上の割合を集計 

※小中学生は、肥満度２０％以上の割

合を集計 

３歳児健康診査   ２.５％ ２.５％

４～６歳 ４.８％ ２.５％

小学生 男 １４.6％ ５.０％

小学生 女 １０.１％ ５.０％

中学生 男 １3.８％ ５.０％

中学生 女 ８.3％ ５.０％

砂糖入り飲料の飲用頻度 

ジュースやスポーツ飲料、乳酸菌飲料

（牛乳は除外）をどれくらい飲むか 

※「週５～７回」と答えた割合 

０～３歳 １９.２％ １０.０％

４～６歳 ２０.１％ １０.０％ 

小学生（低学年） ２6.3％ １０.０％

小学生（高学年） ２6.２％ １０.０％

中学生 ２９.９％ １０.０％

高校生 3２.０％ １５.０％
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（ウ） 取組の方向性 

ａ 妊娠期からの望ましい朝ごはん習慣の定着 

＊妊娠期から「おいしい朝ごはん（おかずのある朝ごはん）」の重要性を

理解し、親子で欠食することなく、おいしい朝ごはんを食べる習慣が身

に付くよう支援します。 

ｂ 幼児期から９歳（ここのつ）までの体験学習の充実 

＊９歳（ここのつ）までに、基礎的な調理体験・食べる体験を通じて「食」

に関心が持てるよう支援します。 

ｃ 幼稚園・保育園、学校等との連携 

＊幼稚園・保育園、学校等との連携を図り、こどもたちが「食」に関する

知識を習得し、健全な食生活を実践できるよう支援します。 

ｄ 生活習慣病予防対策の充実 

＊各種教室や該当者への個別栄養相談等を実施し、栄養バランスのとれた

食生活の実践、糖分・塩分・脂肪分の摂り過ぎ防止等、将来の生活習慣

病を予防するよう支援します。 

ｅ 保護者への普及啓発活動の充実 

＊家族で健全な食生活を実践できるよう支援します。 

（エ） 具体的な取組 

区分 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 
＊妊娠期からの食育の推進 

＊妊婦健康診査結果に基づいた個別栄養指導 

＊マタニティスクール 

＊マタニティ個別栄養相談 

０～３歳 

＊乳幼児期からの発達段階に合わせた食育の

推進 

＊離乳食、幼児食の悩みによる育児不安の軽減

＊おっぱい相談 

＊乳幼児健康診査 

＊ハッピー育児会、ステップアップ離乳食講座

４～６歳 

＊幼児期の食育の推進 

＊調理体験を通じた親子で学ぶ食育の推進 

＊幼稚園・保育園食育教室、食育だより等での

食育の普及 

＊幼稚園・保育園給食を通じた食育の普及 

＊３～５歳児の体格調査及び個別栄養相談の実施

＊親子キッズ・キッチン 

＊幼稚園・保育園食育教室、

健康教室 

＊幼稚園・保育園給食 

＊園児の体格調査、個別栄

養相談 

小学生 

＊学童期の食育の推進 

＊調理体験を通じた親子で学ぶ食育の推進 

＊小学校と連携した食育の推進 

＊早寝早起きおいしい朝ご

はん講座 

＊小学校健康教室 

中学生 

高校生 
＊中学校、高校と連携した食育の推進 ＊中学校健康教室 
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（３）豊かなこころの育成     

(ア) 現状と課題 

こどもの心身の健やかな成長のためには、親子のふれあいや遊びの経験が重

要です。市では、乳幼児健康診査や健康教室などの機会を捉え、これらの重要

性について普及啓発に努めています。 

こどもは、親とのスキンシップやこころの交流を通じて親子のこころの絆を

深めます。愛着形成は、こどもの発達の土台であり、基本的信頼感の獲得や自

己肯定感の育成、社会性の基礎形成に大きく関係しています。愛着形成は、生

まれてすぐに始まるため、妊娠期から知識を獲得することが必要です。また、

豊かな人間関係の形成のためには、乳幼児期からの愛着形成だけではなく、発

達段階に応じた学習の積み重ねが重要であるため、正しい性教育普及事業等を

通じて、命を大切にするこころや他者を認め尊重するこころの育成に努めてい

ます。 

じゃれつき遊びは、全身を使って遊ぶ経験を通して、脳の前頭前野を刺激す

る効果があり、思考力や自己コントロール力、コミュニケーション能力を育むこ

とができます。乳幼児期は、心身が著しく発達する時期であることから、０歳児

からのじゃれつき遊びの実践を推奨しています。 

「晴れている日は、よく外遊びをする子」の割合は、令和元年度と比較して、

ほとんどの年代で増加しています。外遊びは、基礎代謝の上昇や体力・運動能力

の向上など身体的な成長を促す効果があります。また、自然との関わりの中で

五感が刺激され、脳の発達を促すとともに、エネルギーを消費することで良い

生活習慣の獲得にも役立っています。外遊びは、こどもの健やかな発育・発達に

欠かせない要素であることから、効果や重要性について啓発が必要です。 

スマートフォン、タブレット等の電子メディア使用の低年齢化と長時間化が

進んでおり、人と人が対面して遊ぶ時間や身体を動かす機会の減少が懸念され

ます。現実体験の不足は、コミュニケーション能力や他者への共感性を低下さ

せるおそれがあるため、電子メディアに偏らない遊びの推進が課題となってい

ます。 
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(親子保健計画評価アンケート) 

(親子保健計画評価アンケート) 

（イ） 令和 １０年度の目標 

評価指標 現状（Ｒ４） 目標（Ｒ１０） 

子どもとふれあう努力をしている親 

※「している」と答えた割合 

０～３歳 ８6.７％ ９０.０％

４～６歳 ７０.４％ ７５.０％

小学生（低学年） 6４.５％ ７０.０％

小学生（高学年） ５6.１％ 6０.０％

自分には、よいところがあると思っている子の割合 

※全国学力・学習状況調査(Ｒ４年度)より評価 

小学６年 ８２.４％ ８５.０％以上

中学３年 ８6.５％ ８５.０％以上

７２.９

6０.０ ５８.４
５２.９

８6.７

７０.４
6４.５

５6.１

０

２０

４０

6０

８０

１００

０～３歳 ４～６歳 小学生

(低学年)

小学生

(高学年)

（％） 子どもとふれあう努力をしている親の割合

Ｒ元年度 Ｒ４年度

４２.５

3２.７
２3.２

９.７

４９.3
５3.3

3５.１

１５.6

０

２０

４０

6０

８０

１００

０～３歳 ４～６歳 小学生

(低学年)

小学生

(高学年)

（％） 晴れている日は、よく外遊びをする子の割合

Ｒ元年度 Ｒ４年度
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晴れている日は、よく外遊びをする子 

※「している」と答えた割合 

０～３歳 ４９.3％ 6０.０％

４～６歳 ５3.3％ 6０.０％

小学生（低学年） 3５.１％ ４０.０％

小学生（高学年） １５.6％ 3０.０％

糸魚川の自然を生かした遊びをしている子 

※「している」と答えた割合 

０～３歳 ４０.９％ 6０.０％

４～６歳 66.3％ ７０.０％

小学生（低学年） 66.４％ ７０.０％

小学生（高学年） 6９.3％ ７０.０％

中学生 ５７.3％ 6０.０％

高校生 ４８.８％ ５０.０％

(ウ) 取組の方向性 

ａ 親子のふれあいを基にしたこどもの土台づくり 

＊絵本を一緒に読む、一緒に体を動かす、言葉がけをするなど親子の一対

一のふれあいが、コミュニケーション能力等、人間が獲得すべき能力の

土台となります。親子のふれあいの大切さを様々な場面で啓発します。 

ｂ 発達段階に即した愛着形成の推進 

＊母乳育児、おんぶ、抱っこや寝かしつけ、絵本の読み聞かせなど親子の

絆を実感できる具体的な方法を啓発するとともに、気軽に相談できる

体制づくりに努めます。 

ｃ 正しい性知識の普及啓発 

＊「命を大切にし、他人を認め尊重するこども」「性に対して適切な意思

決定と、よりよい行動を選択できるこども」を育成するため、正しい性

知識の普及啓発に努めます。 

ｄ じゃれつき遊びの推進 

＊乳幼児期からのじゃれつき遊びを継続的に啓発し、園でも家庭でも体験

できるようにします。遊び方を知らない親も多いため、具体的に体験で

きるよう働きかけていきます。 

ｅ 外遊び及び集団遊びの推進 

＊家庭での外遊びや園、学校での集団遊びを推進し、身体能力やコミュニ

ケーション能力の獲得を促し、心身ともに健やかに成長できるよう支援

します。 

＊自然環境を生かした遊びが、親世代から子世代へと受け継がれるよう支

援します。 



28 

（エ） 具体的な取組 

区分 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 

保護者 

＊妊娠中から愛着形成の重要性を啓発 ＊母子健康手帳交付時面談

＊パパマママタニティスクール

０～３歳 

＊家庭でのふれあいの推進 

＊抱っこ、おんぶ、母乳育児の推進 

＊家庭、園でのじゃれつき遊びの推進 

＊園での運動遊び、集団遊びの推進 

＊絵本の読み聞かせの推進 

＊相談体制づくり 

＊２か月児訪問 

＊乳幼児健康診査 

＊ブックスタート事業 

＊すくすく赤ちゃん広場 

＊子育て応援講座 

＊生活リズム改善事業 

＊ハッピー育児会 

＊ステップアップ離乳食講座

＊おっぱい相談 

４～６歳 

＊家庭でのふれあいの推進 

＊園、家庭でのじゃれつき遊びの推進 

＊園での運動遊び、集団遊びの推進 

＊絵本の読み聞かせの推進 

＊生活リズム改善事業 

＊じゃれつき仲良し親子事業

小学生 

中学生 

＊学校での運動遊び、集団遊びの推進 

＊ジオパーク等自然環境下での遊び体験の推進 

＊命や他人を大切にする心の育成 

＊正しい性知識の普及啓発 

＊生活リズム改善事業 

＊未来のパパママ応援事業 

＊正しい性教育普及事業 
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（４）発達支援の充実 

（ア） 現状と課題 

発達障がいの可能性のあるこどもを早期に発見し、特性に応じた適切な支援

につなげていくことは、その後の成長にとって重要です。当市では、乳幼児健

康診査の充実による早期発見や、就園後の集団生活の中での気付きから支援す

る５歳児（年中児）発達相談会を実施しています。また、臨床心理士による個

別の相談により、保護者や保育者の発達障がいに対する理解が深まってきてい

ます。 

発達障がいという言葉の意味を知っている親の割合は、平成21 年度と比較し

て、令和４年度にはどの年代でも大幅に増加しました。また、国の平成30 年度

健やか親子 21(第２次)調査値（53.2％）と比較しても高い割合です。これは、

全ての年代で発達障がいへの理解が高まっており、幼児期からの切れ目のない

支援や発達障がいに対する普及啓発活動が浸透してきていると考えられます。

今後も発達障がいに対する理解を広め、保護者が抵抗感なく相談や支援を受け

ることができる体制や、市民に発達障がいに対する正しい理解を普及啓発する

などの環境づくりを行っていく必要があります。 

発達障がいという言葉の意味を知っている親の割合 

（「知っていて意味も理解している」と答えた割合） 

Ｈ２１年度 Ｈ２6年度 Ｒ４年度 

０～３歳 １２.７％ ４８.6％ 6７.０％

４～６歳 １５.6％ ５８.6％ ７８.７％

小学生（低学年） 
１７.6％

５５.3％ ７6.3％

小学生（高学年） ５７.１％ ７6.6％

中学生 １９.１％ ５２.７％ 6９.８％

高校生 １５.3％ 6０.４％ ７０.０％

（親子保健計画評価アンケート） 
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（イ） 令和 １０年度の目標 

評価指標 現状（Ｒ４） 目標（Ｒ１０） 

発達障がいという言葉の意味を知って

いる親 

※「知っていて意味も理解している」と

答えた割合 

０～３歳 6７.０％ ８０.０％

４～６歳 ７８.７％ ９０.０％

小学生（低学年） ７6.3％ ９０.０％

小学生（高学年） ７6.6％ ９０.０％

中学生 6９.８％ ８０.０％

高校生 ７０.０％ ８０.０％

（ウ） 取組の方向性 

ａ 早期の気付きのための健康診査・相談体制の充実 

＊乳幼児健康診査等の機会を活用し、発達障がいが疑われるこどもの早期 

発見に努めます。 

＊発達障がいに関する情報を分かりやすく提供し、保護者や周囲の人が早

い時期からこどもの発達特性に気付くことができるよう支援します。 

＊保護者の気持ちに寄り添い、必要に応じて抵抗感なく相談や支援が受け  

られるよう努めます。 

ｂ 療育支援体制の整備 

＊運動及び精神機能の発達に対する専門医等の相談が受けられるよう、県   

や専門機関と連携し、支援体制の整備に努めます。 

＊発達支援センターめだか園を中核とした支援・相談体制の整備に努めま

す。また、研修会や巡回園訪問等の実施により、支援者の資質向上に努

めます。 

ｃ 連携と一貫した支援 

＊発達段階に応じた、切れ目のない一貫した支援が受けられるよう、幼稚 

園・保育園、学校等の関係機関と連携します。 
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（エ） 具体的な取組 

区分 主な取組内容 主な関連事業 

共 通 
＊発達障がいについての知識の普及と相談・支

援体制の充実 

＊市民向け講演会 

＊広報やホームページの活用

０～６歳 

＊乳幼児健康診査及び発達相談・支援の充実 

＊発達障がいの特性と対応に関する知識の普及 

＊発達支援センターめだか園を中核とした支援・

相談体制の充実 

＊療育相談（専門医師の相談）の効果的な利用 

＊就園児に対する家庭・園・療育関係者が連携し

た支援の充実 

＊乳幼児健康診査 

＊５歳児（年中児）発達相談会

＊めだか園ことばとこころ

の発達相談 

＊こどものこころ相談会 

＊療育相談（県主催） 

＊巡回園訪問 

＊ペアレント・トレーニング 

＊相談支援ファイルの活用 

小学生 

中学生 

高校生 

＊発達障がいの特性と対応に関する知識の普及 ＊ペアレント・トレーニング 

＊小児発達専門外来（県主

催、小中学生対象） 

＊相談支援ファイルの活用 
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２ 安心できる子育て環境づくり  

（１）妊娠・出産・育児を支える環境の整備 

（ア） 現状と課題

妊娠・出産に関する市内医療環境の変化に伴い、市外の産科医療機関で受診

し、出産する方が多くいます。市外の医療機関までの交通手段や、冬季の出産、

緊急時の対応などについて不安を感じている方のために、妊婦が安心して出産

を迎えることができるよう支援を行うことが必要です。また、核家族化だけで

なく晩産化による妊産婦の親世代の高齢化などにより、育児の協力を得ること

が難しい家庭が増加していることや、産後の生活やホルモンバランスの変化に

より産後うつ病を発症するおそれがあることから、妊産婦の気持ちに寄り添い、

産後の母親の身体的回復と心理的安定を促し、安心して育児ができるよう支援

をすることが重要になってきています。 

当市では、妊婦健康診査の費用については回数無制限で助成を行っているほ

か、妊娠期から出産後の時期の母体の健康管理のための妊産婦医療費助成を行

っており、経済的支援をすることで適切に医療にかかることができる環境を整

えています。また、出産前後で家事や育児に困難を抱える方や、出産後の育児

不安を抱える方のための産前産後ヘルパー派遣事業や産後ケア事業にも取り組

んでいます。 

近年の晩婚化等により、不妊に悩み、高額な医療費がかかる治療を受けてい

る夫婦もいます。令和４年度の不妊・不育治療費助成申請数は 35件であり、申

請件数は横ばい傾向です。不妊・不育治療は、令和４年度から医療保険適用と

なりましたが、経済的・精神的に大きな負担を伴うことから、当市でも治療費

助成を行っています。 

（イ） 令和 １０年度の目標 

評価指標 現状(Ｒ４) 目標（Ｒ１０） 

産後の１か月程度、助産師や保健師からの指導や 

ケアを受けることができたと感じる親の割合
     ９6.９％ ９８.０％

この地域で子育てをしたいと思う親 

※「そう思う」「どちらかといえばそう

思う」と答えた割合 

４か月 ９１.９％

９５.０％１歳６か月 ９１.０％

３歳 ９２.５％
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（ウ） 取組の方向性 

ａ 不妊・不育治療に対する支援 

＊不妊・不育治療は経済的・精神的に大きな負担を伴うことから、不妊・

不育治療を希望する夫婦の経済的・精神的な支援に努めます。 

ｂ 妊産婦の健康保持 

＊妊娠中から産後まで、母親が心身ともに健やかに過ごせるようにし、ま

た妊産婦の経済的負担の軽減を図るため、妊産婦健康診査費用の助成

を行います。 

＊妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、安心してこどもを産み

育てることができるよう、妊産婦の医療費を助成します。 

ｃ 妊産婦の支援体制の充実 

＊産前の体調不良等や、産後に家族から育児や家事の援助を受けること

ができない方にヘルパーを派遣し、妊産婦の負担の軽減を図ります。 

＊心身ともに不安定になりやすい産後の時期に、助産師等の専門職に気

軽に相談したり、産後ケアを受けることができる体制づくりに努めま

す。 

ｄ 市外の産科医療機関で出産される方に対する支援 

＊妊婦が安心して出産を迎えることができるよう、出産時の宿泊費やタ

クシー費用の助成を行います。 

＊緊急時に迅速に対応することができるよう、消防本部や医療機関と連

携し不安の解消に努めます。 
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（エ） 具体的な取組 

区分 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠前 
＊不妊及び不育症治療費助成による精神的・経

済的負担の軽減 

＊不妊治療費助成 

＊不育症治療費助成 

妊娠期 

＊市外の産科医療機関で安心して出産を迎える

ための支援体制の整備 

＊妊産婦健康診査費用の助成による経済的負担

の軽減と確実な健康診査受診による母体の健

康管理 

＊妊産婦医療費の助成による経済的負担の軽減

及び早期の受診・治療による母体の健康管理 

＊産前の体調不良等により家事が困難な家庭へ

のヘルパー派遣による妊婦の負担の軽減 

＊出産時宿泊費助成 

＊出産時交通費助成 

＊妊婦情報事前登録制度  

＊妊婦健康診査費用助成（回

数無制限） 

＊妊産婦医療費助成 （一部

負担金なし） 

＊産前産後ヘルパー派遣事業

出産後 

＊育児や家事が困難な家庭へのヘルパー派遣に

よる産婦の負担の軽減 

＊助産師等の専門職による産婦及び家族に対す

る指導及びケア 

＊産前産後ヘルパー派遣事業

＊産後ケア事業 

＊母乳相談費用助成事業 
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（２）妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援の充実 

（ア） 現状と課題 

核家族化や共働き世代の増加等により、相談相手や子育ての仲間を身近で見

付けることが難しく、子育て世代の不安や負担が増えている現状があります。

これらのことから、社会全体でこどもの健やかな成長を見守り、支えていく環

境づくりが必要となっています。 

また、近年は、若年妊娠、高齢妊娠、心身の疾患の既往があるなど、妊娠・

出産・子育てに不安や悩みを抱えやすい妊婦が増えていることから、妊娠期か

ら子育て期まで切れ目のない支援を行うことが重要です。親子の孤立を予防す

ることは、安心して妊娠・出産・子育てをすることや児童虐待予防につながりま

す。 

当市では、妊娠期から親子の健康状態の把握と保護者の育児不安の軽減に努

めています。また、妊娠期から子育て期の不安や心配ごとを抱えたままにしな

いよう、相談窓口を周知し、電話や面談、訪問などで相談対応をしています。

令和４年度からは、妊娠届出時から妊婦や特に低年齢期の子育て家庭に寄り添

い、面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型

支援が開始されました。伴走型支援では、相談支援に合わせて、出産・子育て

応援ギフトによる経済的支援も行っています。また、産後の母子をサポートす

るための産後ケア事業も開始しました。 

今後も、妊娠・出産・子育てについて相談しやすい環境を作り、妊娠期から

子育て期まで通して寄り添い、独りにしない支援が必要です。そして、相談支

援を実施する中で支援のニーズを把握し、必要な情報提供や助言等により、孤

立感や不安感の軽減を図る必要があります。また、関係機関との連携を図り、

安心して妊娠・出産・子育てができるよう支援することが必要です。

（イ） 令和 １０年度の目標 

評価指標 現状（Ｒ４） 目標（Ｒ１０） 

ＥＰＤＳ※９点以上の割合 6.6％  ５.０％以下

不安があるときに、市の支援を活用した保護者の割合 

（２ か月児訪問アンケート） 
現状値なし 6０.０％

生後４か月までの訪問率 ９８.８％ ９９.０％以上
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子育てをして楽しいと感じて

いる親の割合 

０～３歳（母） ８０.3％ ８５.０％

０～３歳（父） 6９.５％ ７５.０％

４～６歳（母） 6８.０％ ７５.０％

４～６歳（父） 6２.７％ ７０.０％

小学校 低学年（母） 6１.１％         6５.０％

小学校 低学年（父） ５８.０％   6０.０％

小学校 高学年（母） 6１.１％ 6５.０％

小学校 高学年（父） ５７.８％ 6０.０％

子育てのストレスを解消でき

ている親の割合 

０～３歳（母） ７７.3％ ８０.０％

０～３歳（父） 6５.０％   ７０.０％

小学校 低学年（母） 6９.５％ ７５.０％

小学校 低学年（父） 6１.８％ 6５.０％

小学校 高学年（母） ７５.０％ ８０.０％

小学校 高学年（父） ５3.７％ 6０.０％

※ＥＰＤＳ（エジンバラ産後うつ病質問票）…産後うつ病のスクリーニングを行うための質問票をいう。１０

項目それぞれの項目について ０～3点で産婦自身が評価を行い、９ 点以上の場合にうつ病の可能性が

高いと判断される。 

（ウ） 取組の方向性 

ａ 妊産婦の健康保持 

＊小学生の時から健康な身体づくりや命の大切さ、飲酒、喫煙、痩せなど

が体に及ぼす影響に関する知識の普及に努めます。 

＊妊娠届出時から産後まで、妊産婦の健康に関する情報を提供します。 

＊妊娠・出産後の母親にとって支えとなる夫や祖父母世代を対象とした育

児教室を開催し、家族内での育児の共通理解及び妊産婦の負担の軽減を

図ります。 

ｂ 妊産婦相談体制の充実 

＊安心した気持ちで出産・子育て期を迎えることができるよう、対面や電 

話での相談に加え、オンライン相談の導入を検討するなど、気軽に相談

できる体制づくりに努めます。 

＊妊娠中や産後の子育てに関する知識や技術を提供することにより、妊 

婦の不安や悩みを軽減し、安定したマタニティライフが過ごせるよう

に支援します。 
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ｃ 関係機関との連携 

＊妊産婦や家族の不安や悩みを軽減し、妊娠・出産・子育てができるよう、  

医療機関、幼稚園・保育園、学校等と連携しながら支援を行います。 

ｄ 情報提供の充実 

＊訪問事業や相談会等を知らず、どこにも相談できずに不安を抱えるこ

とを防ぐため、ホームページやパンフレット、母子健康手帳交付時等を

通じて、情報を周知し、母子の孤立防止に努めます。 

（エ） 具体的な取組 

区分 主な取組内容 主な関連事業 

共通 

＊継続支援が必要な方に対する相談・訪問 

＊相談会等の周知 

＊オンライン相談導入の検討 

＊必要時、随時相談（対面・電

話・オンライン等）・訪問 

妊娠期 

＊飲酒・喫煙などの健康への影響に関する知

識の普及と意識啓発 

＊マタニティスクールを通じた妊婦間の交流

促進 

＊夫、祖父母世代への育児の共通理解促進 

＊母子健康手帳交付時を利用した継続的支

援者の把握 

＊助産師、保健師による妊婦及び家族に対す

る相談・訪問指導 

＊市民ニーズの把握と関係機関との連携に

よる医療環境の整備 

＊電話などによる健康相談 

＊母子健康手帳交付時面談 

＊パパマママタニティスクール

＊マタニティサロン 

＊祖父母のための育児教室 

＊妊娠７～８か月頃の方を対

象としたアンケート 

＊妊娠後期電話 

＊養育支援会議 

＊要保護児童対策地域協議会 

出産後 

＊助産師、保健師による産婦及び家族に対す

る相談・訪問指導 

＊医療、福祉、教育、民生委員、児童委員など

関係機関との連携 

＊乳幼児健康診査や訪問での育児教室の紹

介、参加勧奨 

＊相談会、育児教室の実施 

＊新生児訪問・２か月児訪問 

＊こんにちは赤ちゃん訪問 

＊産後ケア事業 

＊おっぱい相談 

＊すくすく赤ちゃん広場 

＊ハッピー育児会 

＊ステップアップ離乳食講座 

＊養育支援会議 

＊要保護児童対策地域協議会 
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